
　

福
山
町
の
農
道
を
ト
ラ
ク

タ
ー
で
走
行
中
、
当
該
農
道

が
地
滑
り
を
起
こ
し
転
落
し

た
こ
と
に
よ
り
、
負
傷
及
び

ト
ラ
ク
タ
ー
の
損
傷
が
発
生

を
し
た
。過
失
割
合
に
よ
り
、

治
療
費
、
慰
謝
料
及
び
修
理

費
用
等
の
損
害
賠
償
額
１
４

０
万
２
２
１
１
円
を
相
手
方

に
支
払
う
も
の
で
あ
る
。

問　

被
災
の
概
要
は
ど
う

か
。

答　

被
災
延
長
11
ｍ
で
、
幅

員
は
３
ｍ
の
う
ち
２
ｍ
、
高

さ
が
18
ｍ
で
あ
っ
た
。

問　

現
在
農
道
は
、
復
旧
を

し
て
い
る
か
。
ま
た
他
道
路

の
点
検
を
行
っ
た
か
。

答　

現
農
道
は
、
復
旧
の
見

通
し
が
つ
か
な
い
た
め
迂
回

路
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
同

様
の
箇
所
を
点
検
し
た
。
今

後
地
域
の
方
々
と
も
連
携
を

図
り
た
い
。

　

隼
人
町
の
宅
地
に
お
い

て
、
下
水
道
本
管
か
ら
取
付

管
ま
で
の
間
の
勾
配
が
十
分

に
確
保
さ
れ
ず
、
取
付
管
部

分
に
油
脂
が
付
着
し
た
こ
と

か
ら
閉
塞
を
起
こ
し
、
住
宅

内
へ
逆
流
を
し
て
、
住
宅
及

び
家
財
に
損
害
を
与
え
た
も

の
で
あ
る
。
損
害
賠
償
額
２

５
１
万
４
１
９
４
円
を
相
手

方
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
。

問　

今
後
、
事
故
の
検
証
の

在
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

答　

勾
配
が
取
り
に
く
い
現

場
に
つ
い
て
は
、
施
工
方
法

を
充
分
検
討
し
、
職
員
の
立

会
の
も
と
施
工
を
行
う
な
ど

対
策
を
取
り
た
い
。

陳
情
者
説
明

　

障
が
い
の
あ
る
子
を
育
て

て
き
た
。
医
療
費
助
成
で
あ

る
重
心
医
療
制
度
で
、
心
配

な
く
利
用
で
き
た
が
、
償
還

払
い
は
申
請
の
手
間
が
あ

る
。
重
い
自
閉
症
の
子
ど
も

の
場
合
も
重
心
医
療
制
度
を

利
用
し
て
い
る
が
、
病
院
や

支
払
い
に
時
間
が
か
り
、
一

つ
一
つ
の
手
間
を
省
い
て
も

ら
え
る
と
助
か
る
と
の
説

明
。

問　

陳
情
に
は
、
障
が
い
者

等
と
い
う
こ
と
で
、「
等
」

の
文
言
が
あ
る
が
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
想
定
し
て
い
る

の
か
。

答　

身
体
障
害
、知
的
障
害
、

精
神
障
害
、
難
病
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
医
療
費
助
成
制
度

が
あ
る
。
ど
れ
も
漏
ら
さ
ず

現
物
給
付
を
お
願
い
し
た

い
。

▼
反
対
討
論

　

保
育
園
で
働
く
方
た
ち
や

保
護
者
の
不
安
は
、
民
間
業

者
が
撤
退
し
た
場
合
の
保
育

士
の
確
保
や
保
育
の
質
の
低

下
で
あ
る
。
効
率
化
重
視
の

民
営
化
で
は
な
く
、
公
施
設

と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
べ

き
で
あ
る
。　　

▼
賛
成
討
論

　

東
京
の
法
人
で
は
あ
る

が
、
現
在
も
多
く
の
施
設
を

運
営
し
実
績
も
あ
る
。
計
画

と
し
て
、
０
歳
児
か
ら
の
受

入
れ
や
園
の
新
設
を
含
め
た

環
境
の
拡
充
計
画
が
あ
り
期

待
で
き
る
。

　

現
行
制
度
は
、
新
規
指
定

の
み
で
、
有
効
期
限
は
無
制

限
で
あ
っ
た
が
、
工
事
を
適

正
に
行
う
た
め
の
資
質
の
保

持
や
実
態
と
の
乖
離
の
防
止

を
図
る
た
め
、
５
年
更
新
制

を
導
入
す
る
。
新
規
指
定
と

同
様
の
書
類
提
出
や
研
修
等

の
受
講
の
有
無
も
確
認
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

問　

市
の
指
定
業
者
は
、
何

社
あ
る
の
か
。

答　

市
内
１
４
６
社
、
県
内

２
０
７
社
、
県
外
38
社
の
合

計
３
９
１
社
で
あ
る
。

問　

更
新
は
、
い
つ
か
ら
該

当
す
る
の
か
。

答　

２
０
２
２
年
４
月
に
該

当
す
る
指
定
店
に
通
知
し
更

新
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て

い
た
だ
き
、
９
月
29
日
ま
で

に
新
指
定
証
の
発
行
を
行
う

予
定
で
あ
る
。

　

国
分
敷
根
保
育
園
を
民
営

化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
同
園

を
廃
止
し
同
施
設
の
建
物
を

無
償
譲
渡
す
る
も
の
。
不
動

産
鑑
定
評
価
は
、
土
地
評
価

額
１
６
０
２
万
９
９
８
０

円
、
建
物
評
価
額
１
５
０
万

円
で
あ
っ
た
。検
討
の
結
果
、

土
地
は
評
価
額
で
有
償
譲

渡
、
建
物
は
建
設
後
42
年
が

経
過
し
修
繕
や
施
設
の
更
新

が
見
込
ま
れ
る
た
め
無
償
譲

渡
と
す
る
と
の
説
明
。

問　

譲
渡
先
の
社
会
福
祉
法

人
清
心
福
祉
会
は
、
東
京
の

法
人
と
の
こ
と
だ
が
、
経
営

規
模
は
ど
う
か
。

答　

清
心
福
祉
会
は
、
昭
和

53
年
設
立
し
東
京
を
中
心

に
、
保
育
園
を
15
園
、
学
童

保
育
所
を
３
か
所
、
老
人

ホ
ー
ム
等
を
経
営
し
て
い

る
。
本
市
内
で
も
、
鹿
児
島

空
港
わ
ら
べ
保
育
園
を
開
設

し
て
い
る
。

　

国
分
駅
東
西
駐
車
場
の
公

平
性
と
併
せ
て
公
共
交
通
の

利
用
促
進
を
図
る
た
め
に
、

ロ
ッ
ク
式
コ
イ
ン
パ
ー
キ
ン

グ
を
設
置
し
有
料
化
す
る
。

　

本
条
例
の
施
行
日
は
、
年

内
を
予
定
し
て
い
る
。

問　

駐
車
台
数
は
何
台
で
、

身
障
者
用
ス
ペ
ー
ス
を
ど
う

考
え
て
い
る
か
。

答　

駐
車
台
数
は
10
台
で
、

身
障
者
用
は
、
西
口
広
場
内

に
別
途
確
保
し
た
い
。

委
員
会
レ
ポ
ー
ト

◎平原　志保　  ○宮田　竜二　  山口　仁美　  鈴木てるみ　  德田　修和　  仮屋　国治　  池田　守　  前川原正人
◎委員長　 ○副委員長

議案第57号　霧島市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について　…………………………　賛成多数で可決
議案第65号　財産の処分について　………………………………………………………………………………　賛成多数で可決
陳情第３号　教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元、複式学級解消をはかるための、
　　　　　　2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について陳情書　…………………………………　賛成少数で不採択
陳情第５号　障害者等の医療費助成制度の現物給付（窓口無料）を意見書として鹿児島県に求める陳情書　…　全会一致で採択

審査した議案を掲載しています

文教厚生常任委員会
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議案第63号　霧島市道路附属物自動車駐車場駐車料金徴収条例の制定について　………………………　全会一致で可決
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議案第67号　損害賠償の額を定め和解することについて　…………………………………………………　全会一致で可決

審査した議案を掲載しています

産業建設常任委員会

国
分
駅
西
口
に
コ
イ
ン

パ
ー
キ
ン
グ
を
設
置

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
和
解

指
定
給
水
装
置
事
業
者

に
更
新
制
度
を
導
入

委員会レポート

国
分
敷
根
保
育
園
の
廃
止
と

同
施
設
の
建
物
を
無
償
譲
渡

譲渡予定の敷根保育園

問　

障
害
年
金
を
受
給
さ
れ

て
い
る
が
、
手
数
料
や
移
動

手
段
な
ど
、
実
際
の
手
出
し

は
ど
れ
く
ら
い
か
。

答　

障
害
年
金
が
月
７
万
円

で
、
そ
の
な
か
か
ら
家
賃
や

光
熱
費
な
ど
支
払
っ
て
い

る
。
重
心
医
療
費
制
度
の
ほ

か
に
、
特
定
疾
患
の
難
病
も

あ
り
上
限
額
の
５
千
円
で
毎

月
１
回
の
特
定
疾
患
の
定
期

検
診
を
受
け
て
い
る
。
風
邪

や
歯
科
診
療
な
ど
は
難
病
指

定
に
入
ら
な
い
た
め
、
薬
代

と
診
察
料
が
か
か
る
。

　

人
員
確
保
で
最
も
重
要
な

の
は
、
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
負
担
割
合
を
２
分

の
１
に
復
元
す
る
こ
と
で
あ

る
。
学
級
編
成
基
準
を
改
め

る
と
同
時
に
，
教
職
員
定
数

改
善
を
進
め
る
こ
と
が
，
こ

れ
か
ら
の
霧
島
市
を
担
う
子

供
た
ち
の
た
め
に
も
必
要
な

こ
と
と
の
説
明
。

▼
反
対
討
論

　

反
対
理
由
は
、
複
式
学
級

の
解
消
の
部
分
で
あ
る
。
本

市
は
複
式
学
級
の
学
校
も
多

く
、
単
純
に
解
消
を
求
め
る

意
見
書
を
議
会
が
提
出
す
る

こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
。
陳

情
の
４
項
目
全
て
に
賛
同
で

き
な
い
た
め
、
不
採
択
と
の

判
断
で
あ
る
。

▼
賛
成
討
論

　

４
項
目
の
陳
情
内
容
は
、

子
ど
も
た
ち
に
基
礎
的
学
力

を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う

点
で
理
解
で
き
る
。
特
別
支

援
学
級
の
在
籍
数
も
増
え
て

お
り
、
教
員
の
職
場
を
担
保

す
る
と
い
う
点
で
も
、
今
回

の
陳
情
は
採
択
す
べ
き
。

　

結
果
、
陳
情
を
不
採
択
と

す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
が
、
自
由
討
議
及
び
討
論

の
中
で
「
賛
同
で
き
る
項
目

に
つ
い
て
は
意
見
書
と
し
て

上
げ
る
べ
き
」
と
の
意
見
も

あ
り
、
３
項
目
に
つ
い
て
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

時　間 料金

30分未満 無料

30分以上１時間未満

１時間を超え、１時間毎に加算料

利用は、午前０時から午後12時まで
72時間連続駐車することはできない。

100円

100円

教
職
員
定
数
改
善
等
の

意
見
書
採
択
の
要
請
に

つ
い
て
の
陳
情
書

か
い  

り

障
が
い
者
等
の
医
療
費
助
成

制
度
の
現
物
給
付
を
鹿
児
島

県
に
求
め
る
陳
情
書

国分駅西口駐車場

へ
い 

そ
く
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